
○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則

（平成１１年１０月２９日 農林水産省令第７４号）

（ ）家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 平成十一年法律第百十二号

第三条第一項、第八条第一項、第九条第三項及び第十四条の規定に基づき、並びに同法を

実施するため、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則を次の

ように定める。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則

（管理基準）

（ 「 」 。）第一条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 以下 法 という

第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。

（ 「 」一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設 以下 管理施設

という ）の構造設備に関する基準。

イ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等汚水が

。 。） 、 。浸透しないものをいう 以下同じ で築造し 適当な覆い及び側壁を設けること

ロ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

イ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。

ロ 管理施設の定期的な点検を行うこと。

、 、 、 。ハ 管理施設の床 覆い 側壁又は槽に破損があるときは 遅滞なく修繕を行うこと

ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。

ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録

すること。

２ 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあ

っては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。

（立入検査をする職員の身分証明書の様式）

第二条 法第六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

（都道府県計画）

第三条 法第八条第一項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間に

つき作成するものとする。

２ 都道府県は、法第八条第三項の規定により農林水産大臣に協議しようとするときは、

その協議書に当該都道府県計画及びこれに定める法第八条第二項第一号及び第二号に規

定する事項が適当であるかどうかを判断するために必要な事項を記載した説明書を添え

て、農林水産大臣に提出しなければならない。

（処理高度化施設整備計画の認定基準）

第四条 法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。

二 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。

附 則

この省令は、法の施行の日（平成十一年十一月一日）から施行する。ただし、次の各号

の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第一条第一項第二号ホの規定 平成十四年十一月一日

二 第一条第一項第一号及び第二号イの規定 平成十六年十一月一日



別記様式（第２条関係）
（表面）

第 号

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第６条第１項の規定
により立入検査をする職員の身分証明書

官 職

写 氏 名

年 月 日生

年 月 日発行

真

都道府県知事 印

（押出スタンプ）

（裏面）

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（抄）

（指導及び助言）
第四条 都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認め
るときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われる
よう必要な指導及び助言をすることができる。
（勧告及び命令）
第五条 都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、畜産業

、 、を営む者がなお管理基準に違反していると認めるときは 当該畜産業を営む者に対し
期限を定めて、管理基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき
は、当該者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること
ができる。
（報告の徴収及び立入検査）
第六条 都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、畜産業を営む者
に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家
畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設の構造設備、帳簿、書類その他の
物件を検査させることができる。
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
に提示しなければならない。
３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。
（罰則）
第十六条 第六条第一項若しくは第十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又は第六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
二十万円以下の罰金に処する。

（備考） 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とすること。



○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林

水産大臣が定める目標年度を定めた件

（平成１１年１０月２９日 農林水産省告示第１４５６号）

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則（平成十一年農林水

産省令第七十四号）第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度は、平成二十年度とす

る。


